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Ⅰ 導入 

 

１．はじめに1 

 

（１）本稿の問題意識と分析の目的 

 

我が国では、労働市場のタイト化が強まっている。日銀短観の雇用人員判断ＤＩ（全規模

全産業）をみると、2019 年６月調査時点でマイナス 32％pt と「不足」と回答する企業の割

合が「過剰」と回答する企業の割合を大幅に上回っている。これは、1990 年代前半以来の四

半世紀ぶりの水準である。失業率は、足下２％台前半と低水準が続き、有効求人倍率は、1970

年代前半以来 45 年ぶりの高水準となっている。全都道府県で有効求人倍率が１を超えるな

ど地域的な広がりをみせている。 

また、我が国は人口減少や少子高齢化の大きな課題に直面している。2012 年から 2018 年

までの 6 年間で、15 歳～64 歳までの人口は約 500 万人減少した。それでも、女性や高齢者な

ど多様な人々の労働参加を促す取組が進められ、就業者数は増加している（約 380 万人増）。

女性については、女性活躍推進法の成立・施行2やその改正3、2015 年以降毎年策定される「女

性活躍加速のための重点方針」に基づく施策をはじめとする女性活躍推進の取組が行われて

いる。また、高齢者については、改正雇用保険法等の成立・施行4や 65 歳以降の継続雇用延

長・65 歳までの定年引上げ企業等への支援をはじめとする高齢者の就労促進の取組が行われ

ている。さらに、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善、長時間労働の是正な

どの働き方改革に係る各般の政策も押し進められている。 

そうした取組もあり、この 2012 年からの 2018 年までの間、就業率は大きく上昇し、特に

女性（15～64 歳）の就業率は 60.7％から 69.6％へと 8.9％pt 上昇した（図表１－１）。それ

を受け、就業者数全体として 384 万人増加した。 

                                                  
1 本稿の分析にあたり、中村二朗教授（日本大学人口研究所）、橋本由紀研究員（経済産業研究所）から貴

重な示唆をいただいた。また、ドイツの状況については、ドイツ連邦政府の経済エネルギー省 Michael 

Feil 氏からのメールを通じたヒアリングを行った。記して感謝申し上げる。本稿は内閣府の公式見解を示

すものではない。また本稿の執筆は吉中孝（内閣府政策統括官（経済財政分析担当）付参事官事務代理

（企画担当））、田中吾朗（内閣府経済財政分析担当付参事官補佐（企画担当））、新田尭之（元内閣府政策

統括官（経済財政分析担当）付参事官付（企画担当）、現・株式会社大和総研経済調査部）が担当した。 
2 平成 27 年（2015 年）８月 28 日成立、同年９月４日施行。国・地方公共団体、301 人以上の大企業に対

する、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目

標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を

求めることなどを内容とする。 
3 令和元年（2019 年）５月 29 日成立。(1)一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関

する情報公表の義務の対象を、常時雇用する労働者が 301 人以上から 101 人以上の事業主に拡大（施行：

公布後３年以内の政令で定める日）、常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主の女性活躍に関する情報

公表の強化（施行：公布後１年以内の政令で定める日）、などを内容とする。 
4 平成 28 年（2016 年）３月 29 日成立、65 歳以降に新たに雇用される者を雇用保険に適用（平成 29 年１

月施行）、シルバー人材センターの業務のうち、派遣・職業紹介に限り、週 40 時間まで就業可能（平成 28

年４月施行）、就職促進給付の拡充（再就職手当の引上げ）などが主な内容。 
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（図表１－１ 日本の人口と就業者・就業率の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の就業率は、この数年で特に上昇している。2017 年には、主要７か国（Ｇ７）で

も高い（図表１－２）。OECD の比較可能なデータでみても、既に就業率が高水準にある国の

一つとなっている5。既に我が国は、労働市場への参加が国際的に見て進んだ国の一つと言え

る。 

 

（図表１－２ 主要先進７か国（Ｇ７）の就業率（15～64 歳）の推移の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5 OECD.stat（2019 年６月２日現在）によれば、2017 年を対象に 15～64 歳までの就業率（男女計）を比較

したところ、日本（75.3％）より高い国は、アイスランド（85.8％）、スイス（79.8％）、ニュージーラン

ド（76.9％）、オランダ（75.8％）の４か国のみ（比較可能な国は全 42 か国。OECD 平均は 67.8％。）。 

（備考）OECD.stat "Labour Force Statistics by sex and age - indicators" のデータを基に作成。 

    英国、米国は 16 歳から 64 歳。イタリアは 2008 年から下限が 15 歳から 16 歳へ変更。 
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こうした就業者数の増加を支える多様な人材としての女性や高齢者と併せ、現在、外国人

材が増加している。同じ基準で統計が遡ることのできる 10 年前の 2008 年と比較すると、

2018 年の外国人労働者数は、48.6 万人から 146.0 万人へと約 97.4 万人増加した。また、就

業者に占める割合も 0.8％から 2.2％へと 1.4％pt 上昇している。外国人労働者の労働市場

に占める存在が次第に大きくなっている。 

 

（図表１－３ 外国人労働者数と就業者全体に占める割合の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国では、とりわけ高度外国人材の受入れの拡大を推進してきた。高度外国人材の永住

許可申請に要する在留期間を短縮する「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設、「高度

人材ポイント制」の見直し、日本での就労希望者（留学生等）と採用意欲の高い企業側のマ

ッチング支援などが行われてきた。 

 2018 年６月には、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れてい

く仕組みを構築する観点から、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、

外国人材の受入れを拡大するために新たな在留資格を創設することとした（「経済財政運営

と改革の基本方針 2018」）。同方針を受け、同年 11 月２日には、新たな在留資格として、「特

定技能」を創設すること等を内容とする「出入国管理及び難民認定法（以下、出入国管理法

という。）」改正法案を国会に提出した。国会審議の上、同法案は、2018 年 12 月８日に成立

した6。同法は、2019 年４月から施行され、政省令及び運用要領の整備、特定技能に関する二

国間取決めの署名・合意、地方での説明会といった広報活動などが行われている。 

                                                  
6 あわせて、外国人材の受入れ・共生のための総合的対策については、同年 12 月 25 日に決定され、2019

年６月には同対策の充実が了解された。 

（備考） １．総務省「労働力調査」（各年 10 月時点の数字）、 
       厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」（各年 10 月末時点の数字）のデータを基に作成。 
     ２．割合は、外国人労働者数÷就業者数として計算。 
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本稿では、労働市場において起きている変化のうち、人手不足感などを背景に増加が見ら

れる外国人材に着目し、これまでに実施された様々な企業向けアンケート調査の個票等のデ

ータを活用して、外国人労働者の雇用、賃金等についての更なる実証分析を行う。 

 

（２）外国人材に係る制度の変遷及び現状 

 

 はじめに、日本の外国人労働者の受入れに関する経緯を概観する7。 

 1980 年代後半から 90 年代前半にかけて、我が国経済社会の国際化の進展に伴い、外国人

労働者が増加した。その背景として、バブル経済下での企業の人手不足の深刻化、円高や近

隣アジア諸国との経済格差の拡がりによる国を超えた労働移動のメリットの拡大などが挙げ

られる。一方で、単純労働分野での大量の不法就労外国人の問題が顕在化し、当該分野への

外国人労働者の受入れが議論となった。そうした中、1990 年から改正出入国管理法が施行さ

れ、専門的な技術や技能を持つ外国人労働者の在留資格の整備が行われた。これにより、「法

律・会計事務」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」の６つの就労に

関する新たな在留資格が創設された。あわせて、1982 年以来、留学生の一つとして位置付け

られてきた技術研修生は、同法改正により、「研修」の在留資格に位置付けられた。同資格は、

1993 年に、研修により一定水準以上の技術等を習得した外国人が研修終了後に研修を受けた

機関と新たな契約を結ぶことによって、更なる技術習得が可能となる「技能実習制度」とな

った。 

 

（「高度人材ポイント制」の導入） 

 近年は、高度人材の獲得が、日本のみならず世界各国にとっての大きな課題となっている。

我が国では、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20 年６月 27 日閣議決定）において、高

度人材受入れ拡大の方針が示された。直後の７月、産官学労で構成された「高度人材受入推

進会議」は、「外国高度人材受入推進のための基本戦略」を含む報告書を取りまとめた。その

中で、「ポイント制導入」による「高度人材優遇制度（仮称）の創設」等が盛り込まれた。こ

れを受け、2012 年 5 月から「高度人材ポイント制」の運用が開始されている8。2013 年 12 月

には、認定要件及び優遇措置の見直しが行われ9、2015 年４月には、新たに在留資格「高度専

門職」が導入された10。さらに 2017 年４月には、認定要件及び優遇措置を更に見直し、「日本

                                                  
7 ここでは、法務省（2000）「出入国管理基本計画（第２次）」、厚生労働省（2002）、法務省入国管理局が

2003 年以降公表している出入国管理（白書）、出入国管理法令研究会（2000）などを参照している。 
8 当時の在留資格は「特定活動」。 
9 年収基準の緩和（高度学術研究活動の 低年収基準の撤廃など）、資格による加算等の評価項目の追加

（研究実績が１つの場合 15 点→20 点など）、家事使用人や親の帯同に必要な年収要件の引下げ（それぞれ

1500 万円→1000 万円、1000 万円→800 万円など）など。 
10 「高度専門職１号」は、従前「特定活動」の在留資格によって運用してきた「高度人材ポイント制」の

要件を引き継ぎ、学歴、職歴、年収の項目ごとに定めたポイントの合計が 70 点以上であること、「高度専
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版高度外国人材グリーンカード」11の創設などが行われた。これら一連の見直しもあり、「高

度人材ポイント制」の認定件数は増加を続け、2019 年３月現在で、16,781 件が認定されてい

る（図表１－４）。 

 

（図表１－４ 「高度人材ポイント制」の認定件数の推移） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（技術・技能を持つ外国人材の在留資格） 

 「高度人材ポイント制」と並行して、技術・技能を持つ外国人の受入れ体制が整備されて

きた。2006 年には、構造改革特別区域法による出入国管理法の特例措置の全国展開により、

外国人研究者及び外国人情報処理技術者の受入れ促進のため、在留資格「特定活動」が規定

された。その在留期間の上限については「３年」から「５年」へと伸長された。2015 年には、

日本国内企業での事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れるため、従来の「投資・

経営」の在留資格を「経営・管理」に改め、外国資本との結び付きの要件が不要とされた。

また、専門的・技術的分野における外国人材の受入れニーズに柔軟に対応する観点から、従

来の「技術」「人文知識・国際業務」の区分を改め、包括的な在留資格「技術・人文知識・国

際業務」へと一本化された。 

                                                  
門職２号」は、ポイント合計が 70 点以上であることのほか、「高度専門職１号」の在留資格をもって我が

国に３年以上在留してその活動を行っていたこと、素行が善良であること及び我が国の利益に合すると認

められることという要件がある。２号については、高度外国人材としての活動を継続して６か月間以上行

わないで在留することが在留資格取消事由とされているほか、所属機関（勤務先等）を法務大臣に届け出

る義務があるなど「永住者」にはない制約が課されている一方で、一定の条件の下での親や家事使用人の

帯同等、「永住者」には認められない出入国管理上の優遇措置がある。 
11 高度人材ポイントとして 70 点以上（注：前出同様、学歴，職歴，年収などの項目ごとに点数化して加

算）の高度外国人材として認められた者について、永住許可に要する在留期間を５年から３年に短縮。高

度外国人材の中でも特に高度な人材と認められる者（80 点以上のポイントで認められた者）については、

永住許可に要する在留期間を５年から大幅に短縮し１年とする。 

（備考）法務省「高度人材ポイント制の認定件数（累計）の推移」のデータを基に作成。 
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（外国人留学生の在留資格） 

 外国人留学生に関する在留資格についても見直しが行われてきた。1983 年の「留学生受入

れ 10 万人計画」12の策定以来、外国人留学生の受入れが推進されたが、不法就労者又は不法

残留者となるなどの問題が生じたことなどを受けて、1990 年の改正出入国管理法の施行によ

り、従来の「留学」のほか「就学」の在留資格が整備された13。「留学」とは大学、短大、専

門学校等で学ぶ学生のためのもの、「就学」とは高校や各種学校で学ぶものと区別された。そ

の後、在留資格「留学」と「就学」は、在留資格「就学」に係る不法残留者数の減少傾向も

あり、「就学」を「留学」のワンステップとする位置付けとする観点から、「留学」に一本化

された（2010 年７月施行）14。その際、外国人学生の資格外活動については、原則として週

28 時間以内の包括的な許可へと基準が緩和された15。 

並行して、留学生が卒業後に日本国内で就業しやすくするための取組が行われてきた。2008

年７月の「『留学生 30 万人計画』骨子」において、産学官の連携による就職支援や受入れ、

在留期間の見直しなど、留学生を社会全体で受け入れることを推進することとされた。これ

を受け、在留状況に問題がなく就職活動を継続するに当たって大学等の推薦があるなどの場

合には，留学生の卒業後の就職活動期間について 長 180 日から１年に延長することなどの

措置が 2009 年４月から施行されることとなった16。2019 年５月 30 日には、日本の大学卒業

の留学生が日本語能力を生かした業務に従事する場合は、在留資格「特定活動」による入国・

在留を認めることとされた。 

 

（新たな在留資格「特定技能」） 

2019 年４月、改正出入国管理法が施行され、在留資格制度「特定技能」が創設された。こ

れは、「不足する人材の確保を図るべき産業の分野に属する相当程度の知識又は経験を要す

る技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」（特定技能１号）と、「同分野に属す

る熟練した技能を要する事務に従事する外国人向けの在留資格」（特定技能２号）からなる。

対象となる産業は、①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電

気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農

                                                  
12 昭和 58 年（1983 年）６月、中曽根康弘内閣総理大臣（当時）の指示に基づいて「21 世紀への留学生政

策懇談会」が設けられ、同年８月、21 世紀初頭において提言当時のフランス並み（約 10 万人）の留学生

を受入れるため、留学生政策を総合的に推進するよう内閣総理大臣及び文部大臣に提言したもの。中央教

育審議会大学分科会（2002）参照。 
13 総務省（2013）の「外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視」より。 
14 法務省ホームページ「留学生受け入れに関する施策の実施状況について」（平成 21 年 10 月法務省入国

管理局）より。 
15 これ以前は、許可が必要。なお、資格外活動については、1990 年に、事前に許可を受けることで資格外

活動（１日４時間以内）が認められ、平成 10 年（1998 年）に、許可に係る取扱いの変更（４時間／日ま

で→28 時間／週まで）がなされた（総務省（2013）参照）。 
16 あわせて、留学生が日本企業への就職を目的として在留資格変更許可申請をする場合の提出書類の簡素

化及び審査期間の短縮も行われた。 
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業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、の 14 業種である17（図表１－５）。なお、14 の

分野別の方針として、それぞれ人手不足状況に応じた受入れ見込み数（５年間の 大値）が

定められ、14 分野の５年間の 大受入れ見込み数の合計は、345,150 人となっている。 

 

（図表１－５ 在留資格「特定技能」の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）法務省出入国在留管理庁（2019）「在留資格『特定技能』について」より抜粋。 

 

 2019 年６月には、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」が取

りまとめられた18。そこでは、①外国人材の円滑かつ適正な受入れ促進として、就業を希望す

る外国人材と地域の企業とのマッチング支援、②共生社会実現のため受入れ環境整備として、

地方公共団体等への支援を行う「外国人共生センター（仮称）19」の設置、③留学生等の国内

就職等の促進として、留学生の多様性に応じた採用プロセス及び採用後の待遇の多様化を推

進するためのベストプラクティス構築と横展開などが盛り込まれた。この方向性に沿って、

2019 年末に向け、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の改訂を行うこととさ

れている。 

 

 

 

 

                                                  
17 14 分野のうち、⑥建設、⑦造船・舶用工業のみ特定技能２号の受入れが可能。 
18 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議（令和元年６月 18 日） 
19 外国人の雇用促進について、出入国在留管理庁、法テラス、人権擁護機関、ハローワーク、査証相談窓

口、JETRO 等の関係部門を集約させ、支援策を一括して実施できるようにしたもの。 
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２．既存研究 

 

（１）議論のトレンドと主な論点の整理 

 

ここでは、外国人労働者の労働市場に与える影響についての主な研究を整理して紹介する。 

 

（国内の研究） 

我が国の外国人労働者に関する代表的な研究である中村・内藤・神林・川口・町北（2009）

は、賃金、労働移動、産業構造の変化などの観点から、外国人労働者が日本の労働市場に与

える影響を包括的に分析している20。まず、外国人労働者の導入が日本人の賃金を低下させ

るのかどうかを確認したところ、外国人を雇用している事業所はそうでない事業所に比べ、

高卒労働者の初任給、大卒労働者のうち生産現場以外の者の初任給が高い傾向にあったとし

ている。その背景として、外国人を多く雇用する事業所では、相対的に低い技能・技術を必

要とする資本を導入する傾向がみられるが、当該資本を活用する外国人労働者、日本人高卒

労働者、日本人大卒の非生産部門労働者のそれぞれが補完的な役割分担となっているため21、

外国人労働者と併せて、日本人の高卒労働者、大卒の非生産部門労働者の雇用、賃金に正の

影響を与えている可能性があることなどを挙げている。 

また、外国人労働者の導入が企業の退出行動に影響を与えるかどうかの分析も行っている。

推計結果によれば、非熟練労働者比率の高い企業、また労働集約度が高い企業では、外国人

比率の高まりによって、企業の残存確率が高まるとしている。すなわち、外国人材の導入が

企業の退出を遅らせ、中長期的な産業構造の高度化を遅らせる可能性があるとしている。た

だし、産業構造の高度化に伴う調整費用を減少させるための手段となり得ると評価している。 

さらに、中村他（2009）は、2005 年に実施された厚生労働省「外国人労働者の活用に関す

るアンケート調査」（以下、2005 年調査）22から、外国人を雇用する事業所の特徴として、①

比較的大規模であること、②売上増でも社員の採用が難しいこと、③外国人雇用の経験があ

ることなどの点を明らかにしている。そのほか、④外国人を雇用する事業所は、国内の人材

不足を理由として外国人を採用している場合が多いこと、⑤外国人が少ない事業所ほど国籍

を問わず、また、人物本位で採用する場合が多いこと、⑥外国人を必要不可欠な存在である

とする事業所では外国人の勤続年数が長いことなどを紹介している。一方、外国人労働者を

雇用する際の障害として、⑦語学を含むコミュニケーション能力の問題が多いことなども紹

介している。 

                                                  
20 中村他（2009）では、外国人労働者の実態に関する公的一般統計（法務省「在留外国人統計」、総務省

統計局「国勢調査」、厚生労働省「外国人雇用状況調査」）と、賃金構造基本統計調査、就業構造基本調

査、及び事業所・企業統計調査といった統計調査とを個票レベルでマッチングし、分析を行っている。 
21 中村他（2009）では、「組み合わせ」との表現を用いている。 
22 データの説明は補論１参照。 
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（米国における主な研究） 

海外では、米国などで、特に移民との関連で研究が進められている。Leeson and Gochenour 

(2015) は、1960 年から 2006 年に行われた米国人労働者の賃金と雇用に対する移民の効果に

関する実証分析の結果を整理した。そこでは、移民は米国人労働者の賃金を引き下げる方向

に働くが、その効果はそれほど大きくないことなどを指摘しており、その背景として、移民

の英語力が米国人よりも大きく劣っていることなどから両者は不完全代替の関係にあること

などを挙げている。また、米国人が比較優位のある職に移ることによる便益が上回ることか

ら、米国人が移民から受ける正味の経済便益は、大きくはないとしても、全体としてプラス

になることについては、研究者の間で意見の一致がみられていることを指摘している。 

一方、Borjas（2016）は、移民の米国人の雇用や賃金への影響を分析し、1960 年以降の移

民の賃金が低下していること、その背景には、移民の教育水準の低下があることを強調して

いる。また、低スキルの移民とは異なり、高スキルの移民については、米国人労働者との交

流を通じて23、一国全体の生産性にプラスの波及効果を持つ可能性があるとする研究結果を

紹介している。さらに、移民を送り出す国との所得格差が大きいほど、低スキル労働者の移

民を米国へ送り出す傾向がある一方、高スキル労働者は高賃金を得られる母国を離れるイン

センティブがないため自国内にとどまること、そのため、低スキルの労働者が米国に多く流

入し、米国の賃金低下につながることなどを指摘している。加えて、1970 年代後半と比べて、

1990 年代後半の移民については、賃金の米国民へのキャッチアップが遅れており、その理由

として、英語の習得に時間がかかるため新たなスキルの習得ができずにいることなどを挙げ

ている。 

 

（欧州における主な研究） 

欧州においても研究の蓄積がある。Angrist and Kugler (2003)は、1983～99 年の欧州に

ついて、外国人労働者の労働力人口に占める割合が 10％上昇しても、自国民の就業率の低下

は 0.2～0.7％pt の低下にとどまるとの推計結果を示している。影響が比較的小さい理由と

して、労働市場の規制がある点を指摘している24。 

Manacorda, Manning, and Wadsworth (2011)は、1970 年半ばから 2000 年代半ばまでの

英国について、新たな移民は、既にいる高スキル（大卒）の移民の賃金を押し下げる一方で、

自国民の賃金への影響は限定的であるとしている。その理由として、移民同士の労働の代替

性は高い一方、移民と自国民との代替性については不完全であることを挙げている。 

                                                  
23 ここでは、受入れ国の国民がこれまで知らなかった知識に触れる機会を持ち、彼らの生産性に持続的な

プラスの効果をもたらすこととされている。 
24 解雇のコストが大きいこと、硬直的な賃金、高い参入障壁があることなどを挙げ、労働関連法制に柔軟

性がある（規制が緩い）ほど、外国人労働者は自国民労働者と代替的となる可能性があるとしている。 
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Steinhardt (2009) は、1975 年から 2001 年までのドイツについて分析している。そのス

キル（学歴）別モデルによれば、10％の移民の増加は、賃金を 0.48％引き下げるが、これは

米国での試算値（6.4％の引下げ効果）よりも小さく、移民によるマイナスの影響は、ドイツ

においては比較的小さいことを指摘している。ただし、その影響の内訳をみるため、外国人

と自国民の職業別にみた雇用割合の違いに基づく職種分類別の推計を行った結果、清掃や小

売販売などの基礎的なサービス分野の職種では、移民は自国民との代替性が大きいことを示

しており、低スキル労働者ほど移民の影響を比較的大きく受けるとした。 

Dustmann, Schönberg, and Stuhler (2017)は、1991 年のベルリンの壁崩壊後、チェコか

らの移民流入を受けたドイツの国境周辺地域の賃金・雇用の変化を分析した。短期的には、

高学歴労働者よりも低学歴労働者の賃金・雇用が比較的に大きな負の影響を受けること、年

齢別では、30 歳未満の賃金、50 歳超の雇用が比較的大きな負の影響を受けることなどを示し

ている。 

 

（２）日本の外国人材受入れに関する国際機関等の指摘 

 

（IMF の指摘） 

2018 年 11 月、IMF は、対日４条審査の結果を公表した。その中で日本の外国人受け入れ策

について言及し、人口動態の課題を克服するためのものとして、より多くの外国人材の受入

れを考慮すべきと指摘している。具体的には、専門・技能スキルが一定のレベルにある外国

人の受入れについては議論が進展しているが、深刻な労働力不足にある特定の分野について

は、政府の更なる取組が必要であるとした。 

 

（OECD の指摘） 

また 2019 年４月、OECD は、対日審査報告 2019 を公表した。それによれば、外国人材が

2013 年の 70 万人から 2017 年の 130 万人へとほぼ倍増していることから、日本は外国人の雇

用に前向きであると見られること、ただし、労働力人口の２％を占めるに過ぎず、OECD 加盟

国の中では も低い割合の国の一つであることを指摘している。一方、2018 年（平成 30 年）

12 月の立法措置については、画期的な立法（landmark legislation）と評価している。また、

移民政策による経済的利益を実現するためには、新たな移民への充実した教育投資や日本で

の生活に順応するための支援が必要であることなどを指摘している。 

また上記報告では、OECD International Migration Outlook 2016（OECD（2016））が行っ

た移民の経済的影響に関するサーベイ結果を紹介している。その結論によれば、移民の中長

期的な財政、経済成長、労働市場に対する効果は概ね良好（generally positive）なもので

あるとしている。 
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なお、2019 年１月、内閣府の担当者は、OECD 事務局を訪問しヒアリングを行った25。そこ

では、高度外国人材は、ジェンダー問題が顕在化していない国で働くことを好む傾向がある

こと、また、新卒採用に偏った採用や年功序列など日本の伝統的な雇用慣行を懸念する傾向

があることが指摘された。また、外国人材への日本語教育の取組により、日本で将来的に不

足するリスクがあると考えられる中間層を育成し、労働供給の不足分をカバーすることが期

待されることなども指摘された。 

 

  

                                                  
25 OECD 事務局の雇用・労働・社会問題局移民課長の Jean-Christophe Dumont 氏、シニアエコノミストの

Jonathan Chaloff 氏、また、経済総局国別審査部門の日本・韓国デスクヘッドの Randall S Jones 氏、フ

ィンランド・スウェーデンデスクのエコノミスト Jon Pareliussen 氏へのヒアリングを行った。 
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Ⅱ 分析 

 

本章では、外国人材の労働市場への影響、とりわけ雇用、賃金等に着目して分析した結果

を示す。分析にあたっては、外国人材について賃金等に関する公的統計が乏しい状況を踏ま

え、これまでに独自に実施された様々な企業向けアンケート調査の個票データ等を入手し、

それらを基に定量的な分析を行う。 

なお各調査は、実施時期、目的や対象、調査票の設計等がそれぞれ異なっているため、結

果の比較や解釈にあたっては十分な留意が必要である。また、推計手法により結果が変わり

得るため、解釈については幅を持ってみることが必要である。 

以下では、 初に雇用に着目し、外国人を雇用している企業にはどのような特徴があるの

か、日本人の雇用にどのような影響を与えているかを確認する。次に、賃金に着目し、日本

人と比較して外国人の賃金はどの程度の水準なのか、外国人の賃金を押し上げる要因は何か

について、正社員、非正社員に分けた上で確認する。 後に、企業の外国人材の活用の課題

を取り上げ、求められる取組を考察する。 

 

１．雇用 

 

 ここでは、企業の外国人雇用について、１）人手不足感との関係、２）正社員と非正社員

とを区別した人手不足感、雇用理由との関係、３）多様な働き手（女性、高齢者、中途採用

正社員等）等の雇用との関係、それぞれについて確認する。また、４）企業の外国人材の採

用意欲に与える要因についても確認する。 

 

１）人手不足感との関係 

外国人を雇用している企業の特徴を知るため、まずは、外国人を雇用していない企業と比

較した人手不足感を確認する。2005 年調査26の個票データを用い、外国人材を活用している

企業と、今は活用していない又は活用経験がない企業とに分けて、人手不足感の違いを見た

結果、外国人材を活用している企業の人手不足感がより強い傾向が見られた（図表２－１－

１）。 近の 2018 年に実施された内閣府「働き方・教育訓練等に関する企業の意識調査」（以

下、2018 年調査）においても27、その傾向は変わらない（図表２－１－２）。ただし、2005 年

調査に比べ、2018 年調査の方が人手不足感がより強いことがうかがえる28。 

 

                                                  
26 前述（第Ⅰ章第２節（１））の中村他（2009）でも利用。調査対象は製造業。 
27 データの説明は補論１参照。なお、本調査は幅広い産業が対象になっているが、2005 年との比較のた

め、製造業のみを抽出している。 
28 2018 年「当てはまらない」の 17.1％と比べた比率の差の検定によれば、有意に割合が高い。 
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（備考）１．2018 年２～３月実施の内閣府「働き方・教育訓練等に関する企業の意識調査」のデータを基に作成。 
    ２．***は１％有意水準、双方とも「当てはまらない」をベースとした比率の差を検定したもの。 
            なお、「非常に不足している」の選択肢のみでも比率の差を検定したが、「一部当てはまる」 
      と「当てはまらない」間については有意な差はなかった。 
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（図表２－１－１ 企業の外国人労働者活用別の人手不足感の違い（製造業）（2005 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表２－１－２ 企業の外国人労働者活用別の人手不足感の違い（製造業）（2018 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、売上高等の様々な要因をコントロールした上で、2005 年調査、2018 年調査に加

え、2016 年に実施された日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート

調査」（以下、2016 年調査）29を用い、外国人材の雇用に人手不足感がどの程度の影響を与え

ているかを確認する。具体的には、外国人材の雇用の有無を被説明変数とし、人手不足感、

売上高30の傾向、企業規模を説明変数とし、プロビットモデルによる限界効果を見た（図表２

－１－３）。 

                                                  
29 データの説明については、補論１参照。 
30 売上高の傾向についての情報が 2018 年アンケート調査にはないため、営業収益を用いている。なお、

両者についてはほぼ同意味で使われていることも多く、例えば、金融庁（2018）の「報告項目及び勘定科

目の取扱いに関するガイドライン（CG・IFRS 対応版）」においては、「営業活動による収益」の区分で、売

上高や営業収益の区分で使用する場合、意味的に同一の区分と認められる場合には当該勘定科目を使用す

ることができる、との指針が示されており、売上高と営業収益を同一勘定にすることが認められている。 

（備考）１．2005 年１～２月実施の厚生労働省「外国人労働者の活用に関するアンケート調査」のデータを基に作成。 
    ２．***は１％有意。両者の比率の差の検定。 
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結果によれば、2005 年、2016 年、2018 年にかけて、企業が外国人材を雇用する要因とし

て、人手不足感の重要性がより一層高まっている。2005 年や 2016 年については、売上高の

傾向や企業規模が外国人雇用の有無に対して有意な説明力を持っていたが、2018 年について

は、それらの説明力が低下し、人手不足感が外国人雇用の有無を有意に説明する も重要な

変数となっている。 

 

（図表２－１－３  企業の外国人雇用と人手不足感等との関係(製造業)）（2005・2016・2018 年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１．（１）は 2005 年１～２月実施の厚生労働省「外国人労働者の活用に関するアンケート調査」、（２）は 2016 年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所 

「外国人材の活用に関するアンケート」、 （３）は 2018 年２～３月実施の内閣府「働き方・教育訓練等に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。 
２．（１）では被説明変数に「外国人を活用している」を１、「今は活用していない」または「活用経験がない」を０としたプロビットモデルにより推計。 
３．（２）では被説明変数に「外国人の従業員が働いている」を１、「働いていない」を０としたプロビットモデルにより推計。（１）と同様。 

 ４．（３）では被説明変数として「外国人労働者を積極的に活用している」との質問に「当てはまる」または「一部当てはまる」と回答した企業を１、 
   「当てはまらない」または「わからない」と回答した企業を０としたプロビットモデルにより推計。（１）及び（２）と同様。 
 ５． 図の棒グラフは、各項目が企業の外国人雇用に与える影響の大きさ（限界効果）を示している。例えば（１）では人手不足感がある 
    企業は、人手不足感のない企業と比べて、外国人を雇用する可能性が 5.3％高まること（（２）ならば 9.9％、（３）ならば 14.8％高まること）を示している。 
 ６． （１）の売上高の傾向は、アンケート調査票の過去５年間の売り上げについて「増えた」を選択した企業を１、「減った」を選択した企業を０として変数化。 
 ７．（２）の売上高の傾向は、アンケート調査票の最近５年間の売上高の傾向について「増加傾向」を選択した企業を１、「減少傾向」 または「どちらともいえない」を 
     選択した企業を０として変数化。 
 ８. （３）の営業収益の傾向は、2012 年から 2016 年までに営業収益が増加した企業を１、減少した企業を０として変数化。 
 ９． 企業規模は（１）、（２）及び（３）のいずれも、正社員数と非正社員数の合計値を従業員数として算出（単位：10 人）。（３）については、P 値は 0.048。 
 10．***は１％有意水準、**は５％有意水準、*は 10％有意水準。 
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（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．***は１％有意水準。外国人雇用企業での人手不足感と日本人のみ企業での人手不足感の比率の差の検定。

（２）非正社員が足りていないと回答した比率（１）正社員が足りていないと回答した比率

（回答率、％）（回答率、％）

***

***

２）正社員と非正社員とを区別した人手不足感、雇用理由との関係 

前述の諸外国における研究結果によれば、外国人雇用の国内雇用に与える影響は一様では

ないとされる。ここではまず、2016 年調査のデータにより、正社員と非正社員の人手不足感

を分けて、外国人雇用企業と日本人のみの企業との違いがあるかどうかを確認する。まず、

正社員についてみると、人手が足りていないと答えた企業の割合は、外国人雇用企業で

48.9％であったのに対し、日本人のみの企業では 31.7％であり、前者が有意に高い結果とな

った（図表２－１－４（１））。同様に、非正社員についてみると、人手が足りていないと答

えた外国人雇用企業は 45.6％と、日本人のみ企業の 26.4％に比べ、有意に高い割合であった

（図表２－１－４（２））。このように、外国人材を雇用している企業では、正社員と非正社

員のどちらでも、人手不足感が強い傾向がある。 

 

（図表２－１－４ 正社員・非正社員別の人手不足感と外国人雇用）（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、同じ 2016 年調査のデータにより、企業が外国人材を雇用する理由を詳細にみる

と、人手不足感以外にも外国人を雇用する理由があることがわかる（図表２－１－５）。正社

員としてのみ外国人を雇用している企業では、外国人を雇用するようになった理由として、

「外国人の方が利点が多い」又は「外国人ならではの能力が必要」といった回答の割合が、

「日本人が採用できない」又は「日本人だけでは人手が足りない」とする回答の割合を有意

に上回っている。一方、非正社員としてのみ外国人を雇用している企業では、その逆の結果

である。人手不足感は、企業の外国人材の雇用に大きな影響を与えているが、正社員として

外国人を雇用する企業の場合、外国人ならではの技能に対する期待も高いことがうかがえる。 
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（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．***は１％有意水準。「日本人が採用できない、日本人だけでは人手が足りない」との回答と

「外国人の方が利点が多い、外国人ならではの能力が必要」との回答の比率の差の検定。

（図２－１－５ 外国人を雇用するようになった理由）（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）多様な働き手等の雇用との関係 

外国人雇用により、日本人雇用はどの程度の影響を受けるのか。とりわけ、外国人雇用に

よる女性や高齢者等の様々な働き手の労働参加に与える影響については関心が高いところで

あり、2018 年の調査結果のデータ31を用いて、外国人材と様々な働き手やＡＩの活用との関

係を傾向スコアマッチング法により確認した。具体的には、外国人材の積極的な活用につい

て当てはまる又は一部当てはまるとした企業と、類似の企業属性（営業収益32の増加率、人

手不足感、企業規模、産業））を持っているが、外国人材の積極的な活用に当てはまらない

とした企業との２つのグループを作成し、５つの項目（①従業員数が増加している、②女性

の正社員を積極的に活用している、③正社員の中途採用に力を入れている、④非正社員・派

遣労働者を積極的に活用している、⑤ＡＩを活用している）について、両グループの回答比

率に統計的な有意差があるかを確認した（図表２－１－６）。 

分析の結果からは、外国人材の積極的な活用に当てはまる又は一部当てはまるとした企業

は、そうでない企業より、全体的な従業員数が増加しており、女性の正社員、中途採用の正

社員、非正社員・派遣労働者といった多様な人材の活用にも積極的であることがうかがえる。

また、外国人材の積極的な活用に当てはまる又は一部当てはまるとした企業は、ＡＩの活用

にも積極的に取り組む傾向がみられる。外国人雇用が進めば、既存の労働者を代替したり、

                                                  
31 内閣府（2018）「働き方・教育訓練に関する企業の意識調査」の個票データを利用した。詳細について

は、補論１参照。 
32 帝国データバンクの企業財務データベースの「営業収益」には、売上高、商品売上高、製品売上高、関

係会社売上高、その他売上高、完成工事高、関係会社完成工事高、営業収入・受入手数料、その他営業収

入、その他営業収益、受託販売収入、旅行取扱高、売上値引・戻り高、売上割戻高が含まれるとしてい

る。 
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サンプル数：n＝2,119

上段： 係数　  下段：（z値）

① ② ③ ④ ⑤

営業収益の増加率（2012年度～2016年度）
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**

人手不足感ダミー
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***
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0.186
（8.58）

***
0.217

（10.36）
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（9.59）

***
0.192

（8.93）
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有
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営
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報

企業規模（従業員数（対数、2016年度））

産業区分ダミー、定数項ダミー

（備考）１．2018年２～３月実施の内閣府「働き方・教育訓練に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２. 傾向スコアのマッチングに用いた式は以下のとおり。

①：「従業員数の増加」、②：「女性の正社員の活用」、③：「正社員の中途採用」、④：「非正社員・派遣労働者の活用」、⑤：「ＡＩの活用」

３．営業収益は、売上高のほかに、商品売上高、製品売上高、完成工事高、運送業等の営業収入、海運業収益、証券業や商品取引業及び仲立業の手数料収入、

営業上の受取手数料等で、副産物、作業屑の売上高、受取特許料を含む（増加率が平均値より標準偏差±３を超えるサンプルは対象外)。

４．人手不足感ダミーは、上記調査の設問「貴社において、人手不足を実感していますか」に関して、回答のうち「非常に不足している」を１、

「やや不足している」を0.5、その他の回答（「適正である」、「やや過剰である」及び「非常に過剰である」）を０として変数化。

５．産業区分ダミーは以下のとおり（各産業をそれぞれ１とするダミー変数）。

①：製造業、建設業、不動産業、卸売業・小売業、②：情報通信業、不動産業、生活関連サービス業
③：建設業、生活関連サービス業、サービス業（他に分類されないもの）、

④：製造業、建設業、情報通信業、⑤：情報通信業、サービス業（他に分類されないもの）、

６．係数欄のアスタリスクは、***が１％水準、**が５％水準にて係数が統計的に有意であることを示す。

７．マッチングのバランスチェックについては補論２を参照。
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2012年度～2016年度に

従業員数が増加した企業を

１とするダミー変数

（外国人材の積極的な活用について、当てはまる又は一部当てはまると回答した企業と、当てはまらないと回答した企業との間の

各指標（従業員数の増加、また以下の多様な働き手を活用する確率、AIの活用に取り組む確率）の平均的な差、％pt）

多様な働き手の活用に関して、

「当てはまる」または「一部当てはまる」と回答した企業を１、

「当てはまらない」と回答をした企業を０とするダミー変数

（備考） １． 2018年２～３月実施の内閣府「働き方・教育訓練に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２． 外国人材の積極的な活用について、「当てはまる」又は「一部当てはまる」と回答した企業と、「当てはまらない」と回答した企業を

傾向スコアでマッチングさせた上で平均処置効果（ATT:Average Treatment Effect on the Treated)を計算。
３． 傾向スコアの算出方法は以下を参照。

４． サンプル数は項目ごとに異なり、 小は女性正社員の活用の2,081、 大は従業員数の増加の2,124。

５． 従業員数の増加率が平均値より標準偏差±３を超えるサンプルは分析対象外とした。

６． ***は１％有意水準、**は５％有意水準。

新規技術に関する

取組等についてAIの活用

と回答した企業を１、

それ以外の回答を０

とするダミー変数

ＡＩのような先端技術の導入を阻害したりする影響を及ぼす可能性もないわけではないが、

外国人雇用は、むしろ多様な人材やＡＩの活用と補完的な関係にあると考えられる。 

 

（図表２－１－６ 企業の外国人雇用と多様な働き手の活用等との関係）（2018 年） 

（傾向スコアマッチング法による推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）プロビットモデルによる傾向スコアの推計結果 

 

 

  



  

18 
 

8.2

12.6 12.5

9.5

11.9

0.0

5.0

10.0

15.0

①

雇
用
者
全
体

②

女
性
正
社
員

③

女
性
管
理
職

④

正
社
員
の
中
途
採
用
者

⑤

６
５
歳
以
上
の
雇
用
者

***
***

***
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調査時点から過去５年程度における雇用者数全体及び多様な働き手の雇用者数の変化の方向性

（「非常に増加」または「増加」と回答した企業を１、それ以外の回答をした企業を０とするダミー変数）

（調査時点から過去５年程度における変化の方向性として、外国人材が増加した企業とそれ以外の企業との間の各指標

（雇用者数全体及び以下の多様な働き手の増加の確率）の平均的な差、％pt）

（備考） １． 2019年２月実施の内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２． 調査時点から過去５年程度の外国人材の雇用者数について「非常に増加」または「増加」と回答した企業と、それ以外の回答をした

企業とを、傾向スコアでマッチングさせた上で平均処置効果（ATT:Average Treatment Effect on the Treated)を計算。
３． 傾向スコアの算出方法は以下を参照。

４． サンプル数は項目ごとに異なり、 小は従業員数全体の1,916、 大は女性管理職の1,966。

５． ***は１％有意水準、**は５％有意水準。

同様に 2019 年に実施された内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」33（以下、

2019 年調査）のデータを用いて、外国人材を増加させている企業が、女性や高齢者など多様

な働き手も増加させる傾向にあるかを確認した。具体的には、本調査の調査時点から過去５

年程度の間に、外国人材を増やした企業と、類似した企業属性（営業収益34の増加率、人手不

足感、企業規模、産業）を持つものの外国人材を増やしていなかった企業とにグループ分け

し、５つの雇用者類型（①雇用者全体、②女性正社員、③女性管理職、④正社員の中途採用

者、⑤65 歳以上の雇用者）の者を増やしていた企業の割合を両グループでそれぞれ算出し、

グループ間で各割合の差をみた（図表２－１－７）。 

結果によると、2018 年の結果と同様に、外国人材を増加させた企業では、そうでない企業

より、上記の５つの雇用者類型の者のいずれもが増加する傾向にあった。すなわち、外国人

雇用を増やしている企業は、日本人労働者も含め多様な働き手を増加させる傾向があり、外

国人材の増加が、いずれかの働き手の雇用を抑制するような関係は示唆されなかった。 

 

（図表２－１－７ 企業の外国人雇用と従業員数、多様な働き手の雇用との関係）（2019 年） 

（傾向スコアマッチング法による推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
33 詳細については、補論１参照。 
34 前述の脚注のとおり、営業収益とは、帝国データバンクの企業財務データベース上の「営業収益」の概

念であり、ここには、売上高等が含まれるとされる。 
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サンプル数：n＝1,970

① ② ③ ④ ⑤

営業収益の増加率（2013年度～2017年度）
0.004

（5.2）
***

0.004
（5.15）

***
0.004

（5.1）
***

0.004
（4.99）

***
0.004

（5.15）
***

人手不足感ダミー
0.357

（3.5）
***

0.35
（3.44）

***
0.354

（3.47）
***

0.355
（3.45）

***
0.35

（3.44）
***

0.22
（8.82）

***
0.219

（8.8）
***

0.219
（8.73）

***
0.221

（8.75）
***

0.219
（8.8）

***

有

上段： 係数　  下段：（z値）

経
営
情
報

企業規模（従業員数（対数、2017年度））

産業区分ダミー、定数項ダミー

（備考）１．2019年２月実施の内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２. 傾向スコアのマッチングに用いた式は以下のとおり（ただし②と⑤は同形の式である）。

①：「雇用者全体」、②：「女性正社員」、 ③：「女性管理職」、④：「正社員の中途採用者」、⑤：「65歳以上の雇用者」

３．営業収益は、売上高のほかに、商品売上高、製品売上高、完成工事高、運送業等の営業収入、海運業収益、証券業や商品取引業及び仲立業の手数料収入、

営業上の受取手数料等で、副産物、作業屑の売上高、受取特許料を含む（増加率が平均値より標準偏差±３を超えるサンプルは対象外）。

４．人手不足感ダミーは、上記調査の設問「どの程度人手不足感を感じていますか（全般的な傾向）」に関して、回答のうち「不足」を１、

「やや不足」を0.5、その他の回答（「適正」、「やや過剰」及び「過剰」）を０として変数化。

５．産業区分ダミーは以下のとおり（各産業をそれぞれ１とするダミー変数）。

①：「製造業」、「サービス業（他に分類されないもの）」、②・⑤：「製造業」、「サービス業（他に分類されないもの）」、

③：「製造業」、「情報通信業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

④：「製造業」、「卸売業・小売業」、「運輸業」、「生活関連サービス業」 、「サービス業（他に 分類されないもの）」

６．係数欄のアスタリスク（***）は１％水準にて係数が統計的に有意であることを示す。

７．マッチングのバランスチェックについては補論２を参照。

（参考）プロビットモデルによる傾向スコアの推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）企業の外国人材の採用意欲 

 後に、企業の外国人材の採用意欲に与える要因を考察する。ここでは、前出の 2019 年調

査のデータを用いて、外国人材のうち高度外国人材（新卒除く実務経験者）と新卒留学生（日

本国内学校卒業）とに分けて、企業の採用意欲について分析する。具体的には、採用意欲と

して、採用計画あり、検討中、なし、の順序付けを被説明変数とし、企業の属性や企業の意

識等を説明変数とした推計を行った（図表２－１－８）。 

結果によると、高度外国人材と新卒留学生のどちらも、海外展開を実施・計画している企

業や、人手不足感が強い企業で採用意欲が高い傾向がみられた。また、多様な働き手（高齢

者、女性、外国人材など）の雇用に関して、「新たな発想が生まれる」ことがメリットであ

ると考える企業でも、採用意欲が高い傾向がみられた。これは、企業による人材の多様性の

積極的な評価が外国人材の雇用にもつながっていることの表れと考えられ、先の傾向スコア

マッチングの結果と整合的であった。 
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（１）高度外国人材

（備考）１．2018年２月実施の内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２．被説明変数を（１）では「高度外国人材（新卒除く実務経験者）の採用意欲（採用計画の状況）」、（２）では「新卒の留学生（日本国内学校卒の留学生）の採用意欲
（採用計画の状況）」として順序ロジットモデルにより推計を行った。（サンプル数は（１）244（２）271。推計の詳細は補論３を参照）

３．「高度外国人材（新卒除く実務経験者）の採用意欲（採用計画の状況）」、「新卒の留学生（日本国内学校卒の留学生）の採用意欲（採用計画の状況）」は、調査の

設問「以下のような外国人材の採用意欲（採用計画の状況）について、該当するものに〇をつけて下さい」の回答について、「既に計画あり」を３、「検討中」を２、

「なし」を１として変数化。

４．「人手不足感」は、調査の設問「貴社において以下のカテゴリーの人材について、どの程度人手不足感を感じていますか。該当する選択肢に〇をつけてください」の

「全般的な傾向」における回答のうち「不足」及び「やや不足」を１、その他の回答を０とした変数。

５．「過去５年程度における雇用者数全体の変化の方向性」は調査の設問「貴社における以下の雇用者数について、過去５年程度における変化の方向性をお伺いします。

該当するものを選んでください」 の「雇用者数全体」における回答のうち「非常に増加」及び「やや増加」を１、その他の回答を０とする変数。

６．「省力化投資を実施している」は、調査の設問「貴社において現在おこなっている省力化投資はありますか。該当するものすべてに○をつけてください」について、

RPA、作業現場等での肉体労働サポートロボット、接客等のロボット・自動化、生産の自動化（産業用機械等）、WEB・IT関連ソフトやシステム導入、その他のいずれかの

回答を選択した場合を１、その他の回答を０とする変数。

７．「事業の海外展開の実施・予定」は、調査の設問「貴社における海外展開（※海外直接投資、海外支店、輸出等）の現状について教えてください」に関する回答のうち

「積極的に海外展開を行っている」及び「今後、海外展開を行う予定である」を１、その他の回答を０とする変数。

８．「多様な働き手の雇用に関してのメリット」は、調査の設問「多様な働き手（高齢者、女性、外国人材など）の雇用に関して、どのようなメリット・デメリットがある

と思われますか」のメリットに関する回答のうち、「新たな発想が生まれる」について、「〇」の回答を１とする変数。

９．図中のアスタリスクは、***が１％水準、、**が５％水準、*が10％水準で係数が統計的に有意であることを示し、白抜きは統計的に有意ではない係数を示している。

（係数）「高度外国人材（新卒除く実務経験者）の採用意欲

（採用計画の状況）、なし＝１、検討中＝２、既に計画あり＝３」
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（係数）「新卒の留学生（日本国内の学校卒の留学生）の採用意欲

（採用計画の状況）、なし＝１、検討中＝２、既に計画あり＝３」

**
*

***

**

***

***
***

***

**

（図表２－１－８ 外国人材の採用意欲（計画あり・検討中・なし）との関係）（2019 年） 
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外国人労働者全体

（備考10および11）

うち高度人材

（N=331)

うち身分に基づき在留する者（日系人等）

（N=542)

うち技能実習生

（N=754)

うちその他のカテゴリ

（N=733)

（所得階級ごとの割合、％）

（備考）１．2018年11～12月実施の東京商工リサーチ「外国人雇用に関するアンケート」調査のデータを基に作成。

２．上記の調査は2018年11月～12月に実施。

３．複数人いる場合は平均額。

４．月給は年収を12等分した金額

５．雇用している外国人労働者の中で も多い職務の賃金。

６．高度人材とは「弁護士、医師、デザイナーなど高度で専門性が高い業種」。厚生労働省「『外国人雇用状況』の届け出状況まとめ」

（2018年10月末時点）によれば、在留資格全体の割合では19.0％。

７．身分に基づき在留する者（日系人等）とは「身分に基づき在留する者（日系人、永住者、日本人の配偶者等）」。同上の割合では33.9％。

８．技能実習生とは「技能実習生（開発途上国の技能移転を目的とした人材）」。同上の割合では21.1％。

９．その他のカテゴリとは「介護福祉士」「外国人調理師、貴金属等の加工職人など」「企業内転勤」「特定活動（EPAに基づく

外国人看護師、介護福祉士候補者、ワーキングホリデー）」「資格外活動（留学生のアルバイト等）」「その他」の合計。

同上の割合では26.0％。

10. 外国人労働者全体については、厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」（2018年10月末時点）における外国人雇用

事業所数（日本全国）を産業別に見た割合を使用し、東京商工リサーチ「外国人雇用に関するアンケート」調査（2018）において

雇用している外国人の月給を調査した企業サンプルを産業別に見た割合の比をとってウェイト統合したもの。

11. 備考10の産業は、①農・林・漁・鉱業、②建設業、③製造業 、④卸売業・小売業、⑤金融・保険業、⑥不動産業、⑦運輸業、

⑧情報通信業、⑨サービス業他、の９業種。

２．賃金 

 

ここでは、賃金に着目し、日本人の賃金と比較して外国人の賃金はどの程度なのか、外国

人の賃金を押し上げる要因は何かについて、正社員、非正社員に分けて確認する。 

 

（在留資格別の賃金分布） 

 はじめに、2018 年末に実施された東京商工リサーチ「外国人雇用に関するアンケート調査」

35（以下、2018 年末調査）から、在留資格別の賃金分布を確認する（図表２－２－１）。高度

外国人材の賃金は月給 30 万円以上が５割程度を占めるが、身分に基づき在留する外国人材

（日系人等）では、その割合は３割程度となっている。また、技能実習生は６割程度が 15～

20 万円に分布している。このように、外国人材の賃金については、在留資格別に分布状況が

大きく異なることに留意が必要である。 

 

（図表２－２－１ 在留資格別の外国人材の賃金（月給）分布）（2018 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  
35 詳細については、補論１参照。 
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15
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25

勤続１年目の

外国人（正社員）の月給

[中央値]

オファー月給

（日本人含む正社員向け）

[中央値]

（月給、万円）

21.0万円
20.0万円

（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．外国人（正社員）の月給は、同一企業の回答者を含む（企業数：213社、一社当たり平均回答人数：1.6人）。

３．勤続１年目の外国人（正社員）の月給の平均値は23.8万円、オファー月給（日本人含む正社員向け）は21.3万円。

20

25

30

35

40

25～29

(N=82)

30～34

(N=94)

35～39

(N=71)

40～44

(N=43)

45～49

(N=38)

外国人賃金カーブ

（平均従業員数56.2人、N=328）

（月給、万円）

日本人賃金カーブ

（従業員規模10～99人）

（歳）

外国人賃金

サンプル数

（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成28年調査）」、

2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．日本人賃金カーブは、賃金構造基本統計調査における、正社員・正職員の所定内給与額（全学歴、全産業、男女計）。
３．外国人賃金カーブは、サンプル数が30以上の年齢階級を表示。

（外国人正社員の賃金） 

そこで、2016 年の調査結果36を用いて、まずは正社員を対象として、日本人と外国人の賃

金を比較する。まず、正社員で働く外国人材の「勤続１年目」の月給と、求人募集（主とし

て日本人向け）の際の月給（「オファー月給」）を単純に比較したところ、両者に有意な差は

見られなかった37（図表２－２－２）。 

 

（図表２－２－２ 勤続１年目の外国人（正社員）の月給と一般向けの正社員求人募集の際

の月給（オファー月給）との比較）（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、日本人正社員と外国人正社員の年齢別の賃金カーブを確認した（図表２－２－３）。

日本人と外国人材の賃金カーブは、どちらも概ね勤続年数に応じて上昇する形状となってお

り、賃金の水準についても大きな差異は見みられなかった38。外国人材の賃金データのサン

プル数が少ない点に留意が必要であるが、正社員として働いている日本人と外国人材の賃金

は、どちらも年齢に応じて上昇する傾向にあり、両者の賃金水準も概ね同水準にあると考え

られる。 

（図表２－２－３ 日本人と外国人の正社員の賃金カーブ比較）（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

                                                  
36 日本政策金融公庫総合研究所（2016）「外国人材の活用に関するアンケート調査」の個票データを利用

した。詳細については、補論１参照。 
37 平均値で比較した場合、外国人材の一部の特に高い月給の者の影響により全体が大きく押し上げられる

ことから、ここでは中央値で比較している。なお、念のため、中央値のみならず、両者の分布の違いの有

無を確認するためコルモゴロフ＝スミルノフ検定を行ったが、有意な違いは見られなかった。 
38 なお、賃金データに紐付けられた外国人材の性別、業種、学歴及び企業規模の情報によって、日本人の

賃金を外国人材の賃金属性に合わせてウェイト調整し、両者を比較した場合にも、賃金カーブの形状や水

準に大きな違いは見られなかった（補論４参照）。 
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***** **

***
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***
**

（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に推計。

２．賃金関数は、外国人（正社員）の月給（対数値）を被説明変数として推計（推計方法と結果の詳細は（補論５）参照）。

３．***は１％有意水準、**は５％有意水準、*は１0％有意水準。
４．就労経験年数は、年齢から就労年齢（大学卒業者を22歳、大学院卒業者を24歳、短大・専門学校卒業者を20歳、その他の学卒者

を18歳と仮定）を差し引いた値。

５．学歴ダミーは、アンケート調査票の 終学歴欄について「海外の大学院」、「海外の大学」、「日本の大学」または「日本の大学院」

と回答した者を「大学を卒業している（＝１）」、 いずれにも該当しない者を「大学を卒業していない（＝０）」として、

ダミー変数化した。

６．日本語能力ダミーは、アンケート調査票の日本語能力欄について「とくに配慮しなくてもコミュニケーションがとれる」を

選択した者を「日本語能力が高い（＝１）」、「難しい言葉を使わなければコミュニケーションがとれる」、
「平易な言葉でもコミュニケーションをとれないことがある」または「日本語でのコミュニケーションは難しい」を選択した者を

「日本語能力が高くない（＝０）」として、ダミー変数化した。

７．熟練を要する業務は、アンケート調査票の仕事の難易度欄について「高度な熟練や専門的な知識・技術を要する仕事」または

「ある程度の熟練が必要な仕事」を選択した者を１、「難しくはないが、多少の訓練やなれが必要な仕事」または「入社して

すぐにできる簡単な仕事」を０として、ダミー変数化した。

８．売上高傾向ダミーは、アンケート調査票の 近５年間の売上高の傾向について「増加傾向」を選択した者を１、「減少傾向」

または「どちらともいえない」と回答した者を０として、ダミー変数化した。

９．人手不足感ダミーは、アンケート調査票の「人手は足りていますか（正社員）」について「足りていない」を選択した者を１、
「足りている」または「必要ない」と回答した者を０として、ダミー変数化した。

（回帰係数）

***

 前述のような外国人正社員の賃金が、どのような要因によって決定されているかを確認す

るため、賃金関数の推計を行った39（図表２－２－４）。結果によれば、外国人材の個人属性

としては、就労経験年数、学歴及び日本語能力といった要因が、勤務する企業の属性として

は、売上高とその増減傾向、人手不足感や企業が属する産業といった要因が、外国人正社員

の賃金に有意な説明力を持っていた40。就労経験年数や学歴だけでなく、日本語能力が高い

ことも学歴と同様に賃金を高めるという結果は、外国人材の賃金の大きな特徴と考えられる。

また、これまでに見てきたとおり、外国人材を雇用する企業は人手不足感が強い傾向がある

が、こうした企業では外国人材の賃金も高い傾向にあることが、ここでの結果から示唆され

る。 

 

（図表２－２－４ ミンサー型賃金関数による外国人正社員の賃金推計結果）（2016 年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
39 分析の詳細については補論５参照。 
40 なお、賃金を回答する企業とそうでない企業とで回答上のバイアス、すなわち賃金を回答する企業は傾

向的に賃金が高いというバイアスが存在する可能性に留意する必要がある。そのため、ここでは、念のた

めにヘックマンの二段階推計を行っている。その結果、逆ミルズ比は有意にならず、賃金を回答する企業

のバイアスは確認できなかった（補論５の５．参照）。 
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（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．外国人（非正社員）の時給は、同一企業の回答者を含む（企業数：127社、一社当たり平均回答人数：2.1人）
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外国人賃金

サンプル数

（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成28年調査）」、

2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に作成。

２．日本人賃金カーブは、賃金構造基本統計調査における、短時間労働者の１時間当たり所定内給与額（全産業、男女計）。
３．外国人賃金カーブは、サンプル数が30以上の年齢階級を表示。

（外国人非正社員の賃金） 

 非正社員の賃金についても、外国人正社員の賃金と同様の分析を行った。まず、非正社員

の外国人労働者の勤続１年目の時給と、求人募集での時給（オファー時給）とを比較したと

ころ、両者の時給に有意な差は見られなかった（図表２－２－５）41。 

 

（図表２－２－５ 勤続１年目の外国人非正社員の時給と一般向けの非正社員求人募集の際

の時給（オファー時給）との比較）（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、年齢別の賃金カーブを確認する。なお、ここでの比較に使用した時給データは、

外国人材と日本人とで非正社員の定義に違いがあるため42、両者を水準で直接比較すること

はできないが、賃金カーブの形状に着目して両者を比較すると、日本人43と外国人のどちら

の賃金カーブもフラットな形状となっている44（図表２－２－６）。 

 

（図表２－２－６ 非正社員の賃金カーブ（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
41 正社員の時と同様、事前に、それぞれの月給の分布が異なるかどうかを検定したところ（コルモゴロフ

－スミルノフ検定）、有意な違いはみられなかった。 
42 外国人の時給は、アンケート調査の仕様により、非正社員としてパート・アルバイトが多く含まれてい

る可能性が高い一方 、日本人の時給には、賃金構造基本統計調査の仕様に従い、パートタイマーやアル

バイトのほか、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などが幅広く含まれている。 
43 2016 年賃金構造基本統計調査。 
44 なお、正社員の賃金を確認した際と同様に、外国人非正社員の属性（性別、業種及び企業規模）に合わ

せて日本人の時給を調整しても、賃金カーブは年齢に応じて高くなることのない形状であった（補論４参

照）。 
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（備考） １．2016年８～９月実施の日本政策金融公庫総合研究所「外国人材の活用に関するアンケート」のデータを基に推計。

２．賃金関数は、外国人（非正社員）の時給を被説明変数として推計（推計方法と結果の詳細は（補論６）参照）。

３．***は１％有意水準、**は５％有意水準、*は１0％有意水準。
４．就労経験年数は、年齢から就労年齢（大学卒業者を22歳、大学院卒業者を24歳、短大・専門学校卒業者を20歳、その他の学卒者

を18歳と仮定）を差し引いた値。

５．学歴ダミーは、アンケート調査票の 終学歴欄について「海外の大学院」、「海外の大学」、「日本の大学」または「日本の大学院」

と回答した者を「大学を卒業している（＝１）」、 いずれにも該当しない者を「大学を卒業していない（＝０）」として、

ダミー変数化した。

６．日本語能力ダミーは、アンケート調査票の日本語能力欄について「とくに配慮しなくてもコミュニケーションがとれる」を

選択した者を「日本語能力が高い（＝１）」、「難しい言葉を使わなければコミュニケーションがとれる」、
「平易な言葉でもコミュニケーションをとれないことがある」または「日本語でのコミュニケーションは難しい」を選択した者を

「日本語能力が高くない（＝０）」として、ダミー変数化した。

７．熟練を要する業務は、アンケート調査票の仕事の難易度欄について「高度な熟練や専門的な知識・技術を要する仕事」または

「ある程度の熟練が必要な仕事」を選択した者を１、「難しくはないが、多少の訓練やなれが 必要な仕事」または「入社して

すぐにできる簡単な仕事」を０として、ダミー変数化した。

８．売上高傾向ダミーは、アンケート調査票の 近５年間の売上高の傾向について「増加傾向」を選択した者を１、「減少傾向」

または「どちらともいえない」と回答した者を０として、ダミー変数化した。

９．人手不足感ダミーは、アンケート調査票の「人手は足りていますか（正社員）」について「足りていない」を選択した者を１、
「足りている」または「必要ない」と回答した者を０として、ダミー変数化した。

（回帰係数）

 さらに、正社員の賃金に関する分析と同様に、外国人非正社員についても、賃金関数の推

計を行った（図表２－２―７）45。結果からは、熟練を要する業務に従事している場合や、

情報通信業といった一部の産業に属する企業で雇用されている場合、外国人非正社員の時給

が高い傾向がみられたが、就業経験年数や学歴、日本語能力といった属性の有意な影響は確

認できなかった。 

このように、非正社員については、賃金を説明する要因が少ないものの、熟練した技能の

有無が賃金向上には重要であることがうかがえる。 

 

（図表２－２－７ ミンサー型賃金関数による外国人(非正社員)の賃金推計結果）(2016 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
45 分析の詳細については補論６参照。 
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３．各種課題 

 

 ここでは、企業の外国人材の活用の課題を明らかにした上で、求められる対応について考

察する。 

 

（企業の外国人材の活用方針と課題の整理） 

はじめに、企業が考える外国人材の活用方針とその課題について整理する。2015 年に実施

された厚生労働省（2015）「外国人労働者の受入れに関する実態調査」46（以下、2015 年調査）

では、さまざまな職種の外国人材の活用方針47と外国人材の活用に当たっての課題48を尋ねて

おり、その回答結果のデータをクロスし、両者を対応させた（図表２－３－１）。 

まず、全体として、「日本語能力に問題がある」との回答割合が 29.5％と も高く、次い

で、「日本人社員とのコミュニケーションに不安がある」との回答割合（19.5％）が高かった。

この２つの課題は、幅広い職種でみられるが、とりわけ製造現場の技術者・技能者、製造派

遣・請負、技能実習生で高く、経営層や管理監督者の分野ではそれほど高くはなかった。前

者については、日本語能力やコミュニケーションに課題が集中しているが、後者については、

より多様な課題があることが確認された。 

全体のうち、課題として３番目に高い割合として挙げられているのが「定着率が低い（ま

たはそのようなイメージがある）」との回答であった（12.4％）。この回答割合のうち目立っ

て高い職種が、経営層や管理監督者（31.6％）、研究開発・技術者（25.3％）、海外法務専門

職等（18.8％）であり、こうした能力ある外国人材の活用の課題として、定着率の低さが挙

げられていることは懸念される。また、上記３つの職種については、「社内の受け入れ体制が

整っていない」との回答割合も比較的高く49、企業が能力ある外国人材を受け入れできるよ

うな準備と定着率を高めていくための取組が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
46 調査の詳細については、補論１参照。 
47 今後どのような外国人材を活用していきたいか「 も当てはまるもの」一つを選んでもらったもの。 
48 今後より一層外国人材を活用していく上で「 も大きな課題」として一つを選んでもらったもの。 
49 全体で 13.8％なのに対し、経営層や管理監督者（15.8％）、研究開発・技術者（17.9％）、海外法務専門

職等（14.7％）。 
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「今後よりいっそう外国人材を活用していく上での課題」（ も大きな課題）
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法
が
分
か
ら
な
い

外
国
人
の
処
遇
や

人
事
管
理
の
方
法
が
分
か
ら
な
い

社
内
の
受
け
入
れ
体
制
が

整
っ

て
い
な
い

そ
も
そ
も
貴
社
の
業
種
・
業
態
と

合
わ
な
い

外
国
人
を
採
用
し
て
も
、

帰
国
・
転
職
を
す

る
者
が
多
く
定
着
率
が
低
い
（

ま
た
は
そ
の

よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
）

在
留
資
格
等
の
申
請
手
続
き
が
煩
雑

で
あ
り
、

処
理
コ
ス
ト
を
か
け
て
ま
で
採
用

し
た
い
と
は
思
わ
な
い

日
本
語
能
力
的
に
問
題
が
あ
る

日
本
人
社
員
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
に

不
安
が
あ
る

特
に
課
題
は
な
い

そ
の
他

計

（回答数） (56) (40) (156) (38) (140) (73) (333) (220) (0) (71) (1,127)

全体に
対する割合

5.0% 3.5% 13.8% 3.4% 12.4% 6.5% 29.5% 19.5% 0.0% 6.3% 100.0%

経営層、
国内外の拠点運営を任せられる管理監督者、
国内外の社員の採用・教育を任せられる
管理監督者

(38) 7.9 0.0 15.8 0.0 31.6 10.5 13.2 18.4 0.0 2.6 100

海外法務、輸出事務などの専門職、
海外向け製商品の企画開発、デザイン、
海外販路開拓、営業・マーケティング

(117) 9.4 4.3 17.9 0.9 18.8 10.3 11.1 23.9 0.0 3.4 100

研究開発、技術職 (75) 2.7 1.3 14.7 2.7 25.3 2.7 26.7 18.7 0.0 5.3 100

店舗等の販売・接客スタッフ (97) 9.3 5.2 19.6 3.1 8.2 10.3 25.8 13.4 0.0 5.2 100

製造現場の技術者・技能者 (168) 6.5 4.8 11.9 2.4 13.1 6.5 28.0 22.0 0.0 4.8 100

製造派遣・請負 (67) 1.5 4.5 14.9 1.5 13.4 10.4 32.8 17.9 0.0 3.0 100

留学生のアルバイト等 (87) 6.9 6.9 17.2 9.2 6.9 6.9 27.6 14.9 0.0 3.4 100

技能実習生 (250) 3.6 2.0 8.0 0.4 8.0 5.6 47.6 20.4 0.0 4.4 100

その他 (228) 1.8 3.1 14.9 7.9 9.6 3.1 25.4 19.7 0.0 14.5 100

「

今
後
、

ど
の
よ
う
な
外
国
人
材
を
活
用
し
て
い
き
た
い
か
」

(

も
当
て
は
ま
る
も
の

)

（備考）１．2015年９～10月実施の厚生労働省「外国人労働者の受入れに関する実態調査」のデータを基に作成。

２．調査票の２つの質問（「貴社では、今後、外国人材を活用していくお考えですか。また、どのような外国人材を

活用していきたいとお考えですか。（ もあてはまるもの）」及び「貴社が今後よりいっそう外国人材を活用していく

上での課題（ も大きな課題）」）に対する回答をクロス集計（ただし今後の外国人材の活用について「外国人材を活用

するつもりはない」とした回答は除く）し、活用したい外国人ごとに、活用上の課題の回答割合を表示。

３．図表の各計数欄は、0％から50％までの割合の高さを、以下の様に色付けで区別している。

（活用したい外国人材ごとの活用上の課題の回答割合、％）

割合が高い割合が低い

0% 50%25%

（図表２－３－１ 企業が今後外国人材を活用したい分野と活用する上での課題）（2015 年） 
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（外国人材の定着率） 

課題とされる定着率を高めるためには、どのようにすればよいのだろうか。ここでは、

2019 年調査のデータから、外国人材の定着率を高める要因を考察する。定着率の高さに関

する企業の認識を被説明変数とし、企業の属性、賃金やコミュニケーションの容易さなどの

状況、技能研修等の取組を説明変数とした推計を行った（図表２－３－２）。結果による

と、高度外国人材、新卒留学生ともに、コミュニケーションが容易であると認識している企

業で、定着率が高い傾向がみられた。また、高度外国人材については、年功にとらわれない

昇給や昇進を促進している企業では、定着率が高い傾向がみられた。一方、新卒留学生につ

いては、社内外の日本語研修の実施が定着率を高める傾向がみられた。 

以上の結果より、外国人材の活用に当たっては、高度外国人材か新卒の留学生であるかを

問わず、まず業務上のコミュニケーションが容易となるような職場環境の整備が、外国人材

の定着率向上に好影響を与えると考えられる。また、技能を有する高度外国人材の定着率の

向上には、年功的な昇進・昇給制度よりも、技能に応じた能力主義的な制度の導入が、効果

的である可能性が示唆されている。一方、新卒留学生の場合には、日本語教育のような基礎

的能力を底上げする人材育成を手厚く実施することが、定着率の向上に資する可能性がある

と考えられる。  
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同じような経歴等の

日本人と比較した場合の

外国人材の採用や活用の状況

外国人材の活用に関する

企業の取組

（１）高度外国人材（新卒除く実務経験者） （２）新卒の留学生（日本国内の学校卒の留学生）

***
**

*** ***

（備考）１．2019年２月実施の内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」のデータを基に推計。

２．被説明変数を（１）では「高度外国人材（新卒除く実務経験者）の定着率」、（２）では「新卒の留学生（日本国内の学校卒）の定着率」として

順序ロジットモデルにより推計を行った。（サンプル数は（１）が243、（２）が273。推計の詳細は補論７を参照）
３．外国人材の定着率は、調査の設問「外国人の採用や活用について、同じような経歴等の日本人と比較して、該当するもの」のうち

高度外国人材と海外の留学生の定着率に関する回答について、それぞれ「比較的高い」を３、「あまり変わらない」を２、「比較的低い」を１として変数化。

４．「賃金労務管理・就業規律の適用」及び「コミュニケーション」は、調査の設問「外国人の採用や活用について、同じような経歴等の日本人と比較して、

該当するもの（高度外国人材、新卒の留学生）」のうち両項目に関する回答について「比較的容易」を３、「あまり変わらない」を２、「比較的困難」を１として

変数化。「賃金」は同質問の回答について、「比較的高い」を３、「あまり変わらない」を２、「比較的低い」を１として変数化。

５．「社内外の日本語研修」、「社内外の日本語教育」、「年功にとらわれない昇級・昇進の促進」及び「福利厚生の充実」は、調査の設問「外国人材の活用に関し

該当するもの（貴社の取組）」において、回答のうち「十分できる」を３、「一定程度できる」を２、「難しい」を１として変数化。
６．図中のアスタリスクは、***が１％水準、**が５％水準で回帰係数が統計的に有意であることを示し、白抜きは統計的に有意ではない回帰係数を示す。

（係数（定着率の上昇に対する影響度））

「同じような経歴等の日本人と比較して定着率が

比較的低い＝１、あまり変わらない＝２、比較的高い＝３」

（係数（定着率の上昇に対する影響度））

「同じような経歴等の日本人と比較して定着率が

比較的低い＝１、あまり変わらない＝２、比較的高い＝３」

比較的低い、比較的困難＝１
あまり変わらない＝２
比較的高い、比較的容易＝３

比較的低い・比較的困難＝１
あまり変わらない＝２
比較的高い・比較的容易＝３

難しい＝１

一定程度できる＝２

十分できる＝３

（図表２－３－２ 外国人材の定着率との関係）（2019 年） 
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（備考）１．2018 年 11～12 月実施の東京商工リサーチ「外国人雇用に関するアンケート調査」のデータを基に作成。 
    ２．各在留資格の外国人を雇用している企業が実施している研修内容について、在留資格別、研修内容別に示したもの。 

具体的には、「高度人材」から「その他の在留資格」までの４つの在留資格を雇用している企業（上記のｎの値）を 

分母として、「業務に関する研修（日本人と同時）」から「日本語研修」までの４つの研修を実施している企業数を 

分子として算出した割合。     

     ３．その他の在留資格には、介護福祉士、外国人調理師、貴金属等の加工職人など、企業内転勤、特定活動（EPA に基づく 

外国人看護師、介護福祉士候補者、ワーキングホリデー）、資格外活動（留学生のアルバイト等））を含む。 

59.4 59.2 
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10.9 9.3 

46.8 

14.2 

20.6 

9.9 

19.3 
22.7 

16.4 

6.6 

52.0 

15.7 
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高度人材

n=330

身分に基づき在留する者

（日系人等）n=647

技能実習生

n=1006

その他の在留資格

n=843

日本語

研修

業務に関する研修

（日本人と同時）

業務に関する研修

（日本人とは別）

日本の商習慣・

ビジネスマナー

に関する研修

（研修を実施している企業の割合、％）

（研修状況） 

2018 年末調査のデータから、企業が行っている外国人材への研修内容を在留資格別にまと

めた（図表２－３－３）。それによると、「業務に関する研修」については、いずれの在留資

格の外国人に対しても実施割合は高いが（日本人と同時／別の合計で 68.5％～94.8％）、そ

れ以外の研修については、在留資格別で差がみられる。とりわけ日本語研修の実施割合につ

いては、技能実習生で高いが（52.0％）、それ以外の在留資格の外国人材では低く（6.6％～

16.4％）、日本の商習慣・ビジネスマナーに関する研修の実施割合（9.9％～22.7％）と比べ

てもなお低い50。 

前記の図表２－３－１からは、企業の外国人雇用の課題として、日本語能力を挙げる割合

が全体で も高いことが明らかになっているが、現実には、日本語の研修は、技能実習生を

除いてあまり行われておらず、課題と対応とのミスマッチが懸念される。今後、高度人材を

はじめとする能力ある外国人材を雇用する企業において、日本語能力を向上させる研修が求

められると考えられる。 

 

（図表２－３－３ 外国人材に実施している研修（在留資格別））（2018 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  
50 そのほか、「業務に関する研修（日本人とは別）」の実施割合も低いが、当該研修が限られているため低

くなっている可能性がある。 
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Ⅲ まとめ 

 

１．各分析の結果 

 

ここでは、全体のまとめとして、これまでの各分析のうち主な結果を紹介する。 

 

【雇用】 

 外国人を雇用している企業は、外国人を雇用していない企業と比べて、どのような特徴が

あるのかを確認した。まず、企業の売上高（営業収益）の傾向や企業規模をコントロールし

た上で、企業の人手不足感の強さと企業の外国人雇用の有無との関係性を検証した。2005 年、

2016 年、2018 年について、同様の推計式により比較したところ、 近になるほど、企業の売

上高（営業収益）傾向や企業規模よりも人手不足感が、企業の外国人雇用のより大きな説明

力となることが示された。 

また、外国人の正社員と非正社員とを区別した場合に、外国人を雇用する要因にどのよう

な違いがみられるかを確認した（2016 年）。外国人雇用企業は、正社員、非正社員のどちら

でも、人手不足感との関係が強い傾向がみられた。ただし、企業が外国人を雇用する理由に

ついては、正社員と非正社員とで違いがみられ、正社員として外国人を雇用する企業では、

外国人ならではの技能・能力に対する期待も高い。 

次に、外国人材の雇用が日本人の雇用に与える影響を確認した。企業の売上高（営業収益）

の増加率や企業規模などの企業状況を傾向スコアでマッチングさせた上で、外国人材の雇用

が、非正社員を含む様々な働き手の雇用とどのような関係であったかを分析した（2018 年、

2019 年）。結果、外国人材を雇用する企業は、雇用全体を拡大し、非正社員や女性正社員、中

途正社員といった多様な人材の雇用にも積極的であった。 

後に、企業の外国人材への採用意欲についても確認した（2019 年）。高度外国人材と新

卒留学生のどちらも、海外展開を実施・計画している企業や人手不足感が強い企業のほか、

多様な働き手の雇用に関して「新たな発想が生まれる」ことをメリットで考える企業で、採

用意欲が高い傾向がみられた。これは、上記の傾向スコアマッチングの結果と同様、企業に

よる人材の多様性の積極的な評価が外国人雇用にもつながっていることを示すものである。 

 

【賃金】 

外国人材の賃金は、日本人の賃金と比べてどの程度の水準なのかを確認した。できる限り

属性を揃えて比較することが重要であることから51、正社員、非正社員に分けて、日本人と外

                                                  
51 2018 年末調査の結果からは、外国人労働者の月給は、在留資格別に大きく異なっており、外国人の賃金

を日本人と比較する際には、一括りでまとめて比較するのではなく、雇用者の対応関係を踏まえた丁寧な

分析が必要である。 
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国人それぞれの賃金カーブを作成した（2016 年）。まず、外国人正社員については、日本人

正社員と同様に、年齢に応じた賃金の上昇がみられ、賃金の水準についても、日本人正社員

との違いはみられなかった。また、外国人非正社員については、日本人の非正社員と同様に、

年齢に応じた賃金上昇はみられず、ほぼフラットであった。 

また、外国人材の賃金がどのような要因によって決定されるのかを確認した。賃金関数の

推計を行ったところ（2016 年）52、外国人正社員については、就労経験年数、学歴等に加え、

日本語能力の高さが賃金を押し上げる有意な説明力となっていた。日本語能力の高さが、学

歴等と同様に賃金を高めるとの結果は、外国人材の賃金の大きな特徴と考えられる。一方、

外国人非正社員については、就労経験年数、学歴、日本語能力の高さなどいずれも賃金への

影響はみられなかったが、熟練を要する業務に携わる者の賃金が高いことが確認された。非

正社員であっても、熟練した技能があれば、それが賃金向上に寄与すると考えられる。 

 

【各種課題】 

企業による外国人材の雇用にあたり、具体的にどのような課題があり、何が求められるか

を確認した。はじめに、企業が活用を考えている様々な職種の外国人材と、企業が外国人材

に対して抱く様々な課題との対応関係を確認した（2015 年）。結果によれば、全体として、

「日本語能力に問題がある」（29.5％）、「日本人社員とのコミュニケーションに不安がある」

（19.5％）との課題を挙げる割合が特に高かったが、内訳をみると、特に製造現場の技術者・

技能者、製造派遣・請負、技能実習生で高く、経営層や管理監督者の分野ではそれほど高く

はなかった。外国人材のうち、経営層や管理監督者、さらに研究開発・技術者、海外法務専

門職等では、「定着率が低い（またはそのようなイメージがある）」を課題に挙げる割合が比

較的高かった。能力ある外国人材の雇用の課題として、定着率の低さが挙げられる。 

定着率については、高度外国人材と新卒留学生について、企業の定着率の高さに関する要

因を分析した（2019 年）。結果からは、業務上のコミュニケーションが容易となるような職

場環境の整備が定着率向上に好影響を与える可能性がうかがえた。また、技能を有する高度

外国人材の定着率の向上には、年功的な昇進・昇給制度よりも、技能に応じた能力主義的な

制度の導入が効果的である可能性も示唆された。一方、新卒留学生の場合には、日本語教育

のような基礎的能力を底上げする人材育成を手厚く実施することが、定着率の向上に資する

可能性があると考えられる。 

また、外国人雇用の課題として「日本語能力」が挙げられているが、企業の行う日本語研

修については、技能実習生を除けば、あまり行われていないことが示された（2018 年）。今

後、日本語に関する研修の強化が求められると考えられる。 

                                                  
52 外国人の賃金を答える企業と答えない企業との間に生じるサンプル・バイアスの問題については賃金関

数の推計においてヘックマンの２段階推計を行い、逆ミルズ比を入れて推計するなどの処置を行ってい

る。 
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２．今後の検討課題 

 

少子高齢化や景気回復の長期化もあり企業の人手不足感が大きく高まっている。そうした

中で、外国人材が日本の労働市場においてどのような影響を与えることになるのかについて

は、引き続き関心が高い。今般、これまで利用可能な６つの企業向けアンケート調査の個票

データ等を用いて様々な分析を行ったが、それぞれの調査はいずれも比較的小規模なもので

あり、サンプル数の面などで課題がある。また、時期・目的等に応じてそれぞれアドホック

な形で行われているため、今回示した様々な分析結果の解釈、比較については、一定の幅を

持ってみるなど、十分な留意が必要である。 

2018 年の改正出入国管理法の改正に至る議論の過程で、企業の外国人雇用を把握する統計

の在り方についても検討が行われた。同年 12 月、「外国人材の受入れ・共生のための総合的

対応策」が取りまとめられたが、その中で、「就労目的の外国人の雇用形態、賃金等を把握す

ることができるよう統計の見直し等を行い、平成 31 年度中の実施を目指す」こととされた。

それを受け、統計委員会人口社会統計部会は、2019 年４月８日、賃金構造基本統計調査の個

人に関する調査票を改定し、外国人労働者の「在留資格」を把握する調査事項を追加するこ

となどを内容とする答申案を了承した。2019 年分から、外国人労働者の在留資格別に、雇用

形態の区分の賃金や労働時間などの調査結果が示される予定となっている。今後、新たな賃

金構造基本統計調査の活用などにより、様々な分析・研究が進められ、外国人材に関する企

業の取組、各種政策の効果がより的確に把握されるようになることが期待される。 

 

  




